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原動機を用いる軽車両の型式認定制度の運用等について

この度、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第31号）

により、原動機を用いる軽車両の型式認定制度が新設されたことに伴い、原動機を用い

る歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則の一部を改正する規則（令和元年国家

公安委員会規則第５号）が制定され、本年12月１日付けで施行された。

原動機を用いる軽車両の型式認定制度の概要及び運用上の留意事項は、別紙のとおり

であるので事務処理上遺漏のないようにされたい。



別 紙

（凡例）

「府令」とは、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令（令和元年内閣府令第

31号。以下「改正府令」という ）による改正後の道路交通法施行規則（昭和35年総理。

府令第60号）を 「規則」とは、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関、

（ 。 「 」する規則の一部を改正する規則 令和元年国家公安委員会規則第５号 以下 改正規則

という ）による改正後の原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規。

則（平成４年国家公安委員会規則第19号）をいうこととする。

第１ 原動機を用いる軽車両の型式認定制度の概要

１ 型式認定の実施

原動機を用いる軽車両の製作又は販売を業とする者は、その製作し、又は販売す

る模擬運転装置の型式について国家公安委員会の型式認定を受けることができるこ

ととした（府令第39条の２の２第１項 。）

２ 型式認定の基準

１の型式認定は、原動機を用いる軽車両が府令第１条の２の２に定めるものに該

当するものであるかどうかを判定することによって行うこととした（府令第39条の

２の２第２項 。）

３ 型式認定の申請

(1) １の認定を受けようとする者は、所定の様式の申請書を提出し、かつ、当該型

式の原動機を用いる軽車両を提示しなければならないこととした（府令第39条の

２の２第３項において準用する第39条の２第３項並びに規則第１条及び別記様式

第１ 。）

(2) (1)の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない

こととした（府令第39条の２の２第３項において準用する第39条の２第４項 。）

ア 諸元、外観等当該型式の内容に関する事項

イ 製作方法、検査方法等当該型式の原動機を用いる軽車両の製作における均一

性を明らかにする事項

ウ 指定試験機関が行う当該型式についての試験の結果及びその意見

４ 型式認定番号の表示等

(1) 国家公安委員会は、１の認定をしたときは、当該認定に係る型式認定番号を指

定して申請者に通知することとし、所定の事項を公示することとした（府令第39

条の２の２第３項において準用する第39条の２第５項及び規則第10条 。）

(2) １の認定を受けた者は、次に掲げる事項を当該認定に係る型式の原動機を用い



る軽車両に表示するものとする（府令第39条の２の２第３項において準用する第

39条の２第６項及び規則第11条 。）

ア (1)の型式認定番号

イ 原動機を用いる軽車両の製作等の時期又はその時期を表す略号

ウ 認定を受けた者の氏名又はその氏名を表す略号

５ 変更等の届出

１の認定を受けた者は、３(1)の申請書の記載事項に変更があった場合等におい

ては、所定の様式の届出書を提出することにより、速やかにその旨を国家公安委員

会に届け出ることとした（府令第39条の２の２第３項において準用する第39条の２

第７項並びに規則第12条及び別記様式第２ 。）

６ 認定の取消し

(1) 国家公安委員会は、１の認定を受けた型式の原動機を用いる軽車両の製作にお

ける均一性が確保されていないと認められるとき等は、認定を取り消すこととし

た（府令第39条の２の２第３項において準用する第39条の２第８項 。）

(2) 国家公安委員会は、１の認定を取り消そうとするときは、当該認定を受けた者

に対し、あらかじめ弁明等の機会を与えることとし、当該認定を取り消したとき

は、当該取消しを受けた者にその旨を通知するとともに、所定の事項を公示する

こととした（規則第13条 。）

７ 標章の貼付け

１の認定を受けている者は、当該認定に係る型式の原動機を用いる軽車両に所定

の様式の標章（以下「ＴＳマーク」という ）を貼り付けることができることとし。

た（規則第14条及び別記様式第３ 。）

８ 表示の届出等

１の認定に係る型式の原動機を用いる軽車両に氏名の略号等を表示した者又はＴ

Ｓマークを貼り付けた者は、所定の届出書を提出することにより、速やかにその旨

を国家公安委員会に届け出ることとした（規則第15条及び別記様式第４ 。）

第２ 運用上の留意事項

１ 型式認定の判定基準

原動機を用いる軽車両に係る型式認定についての判定は、別添に定める基準によ

り行うこととする。

２ 指定試験機関の指定

原動機を用いる軽車両の型式認定に係る指定試験機関として、公益財団法人日本

交通管理技術協会が指定されている（令和元年国家公安委員会告示第46号 。）



３ 型式認定制度の周知等

(1) 原動機を用いる軽車両の製作者等への周知

型式認定は、型式認定を受けようとする者の申請に基づき行われるものである

が、原動機を用いる軽車両の利用者の利便の促進を図り、交通安全に資するもの

、 、であることについての理解を得るため 原動機を用いる軽車両の製作者等に対し

型式認定制度の趣旨等の周知徹底を図ること。

(2) 原動機を用いる軽車両の利用者への推奨

府令で定めるものに該当しない原動機を用いる軽車両は、自動車又は原動機付

自転車に該当することとなることから、利用者に対し、型式認定を受け、府令第

１条の２の２に定めるものに該当していることが明確である原動機を用いる軽車

両を使用するよう推奨すること。

(3) 原動機を用いる軽車両に係る交通事故があった場合の措置

原動機を用いる軽車両に係る交通事故があった場合において、当該原動機を用

いる軽車両が型式認定を受けているものでないときは、当該原動機を用いる軽車

両が府令で定めるものに該当するものであるかどうかについて調査を行い、府令

第１条の２の２に定めるものに該当していないことと当該交通事故との間に因果

関係が認められるときは、型式認定に係る原動機を用いる軽車両の使用に関する

広報啓発の強化等必要な措置を講ずること。

４ ＴＳマーク

、 、 、ＴＳマークについては それを貼り付けることで 型式認定を受けた者が製作し

又は販売する原動機を用いる軽車両について、認定に係る型式との均一性が確保さ

れていることを外観上明確にして、利用者の一層の便宜を図るとともに、ＴＳマー

クの貼り付けられた原動機を用いる軽車両の普及により、交通安全の推進を図ろう

とするものである。



別添

原動機を用いる軽車両の型式認定基準

構造及び性能の基準 試 験 の 方 法

０ 共通事項

テスト用軽車両は次のとおりとする。

ア 軽車両は標準装備される全てのアクセサリーを取

付け、使用することができる状態にする。

イ ホイールベース等大きさが調整することができる

ものについては、最大値にセットする。

１ 車体の大きさ １ 車体の大きさ

車体の大きさは、次に掲げる長 車体の大きさの測定は、次のとおりとする。

さ、幅及び高さを超えないこと。

ア 長さ：4.00ｍ ア 長さ

軽車両の最前点と最後点の間の水平距離を測定す

る。

イ 幅 ：2.00ｍ イ 幅

軽車両の左右方向の最大距離を測定する。

ウ 高さ：3.00ｍ ウ 高さ

路面から軽車両の最高点までの垂直距離を測定す

る。

２ 車体の構造 ２ 車体の構造

車体の構造は、次に掲げるもの 車体の構造の確認は、次のとおりとする。

であること。

ア 原動機として、電動機を用い ア 電動機以外の原動機を備えていないことを確認す

ること。 る。

イ 歩きながら運転するものであ イ 次の事項について確認する。

ること。 (ア) 軽車両に運転者のための乗車装置がないこと。

(イ) 運転者が乗車装置以外の部分に容易に乗車する

ことができないものであること、又は運転者が乗

車装置以外の部分に乗車した場合には原動機が容

易に作動しないなどの仕組みがあること。

(ウ) 支障なく歩きながら運転できること。

ウ 運転者が当該車から離れた場 ウ 軽車両を離した場合には、原動機が停止すること

合には 原動機が停止すること を確認する。、 。


